
文京区立スポーツ施設指定管理者
構成変更のお知らせ

●2024年4月30日までについては移行期間として、掲示物等

指定管理者名が混在する可能性がございます。

●東京ドームグループによる「自主事業サービス」は継続されます。

●会員制度（シルバー、セミゴールド、ゴールド会員）は継続されます。

2024年4月より、東京ドームグループ・
ミズノ共同事業体から、
「文京区スポーツ推進共同事業体」に
変更いたします。

新しい指定管理者構成団体

・株式会社 東京ドーム

・株式会社 東京ドームスポーツ

・美津濃 株式会社

・株式会社 東急コミュニティー

・公益財団法人 日本サッカー協会


